
日本医学会分科会活動報告  
学会名(№４０) 日本産業衛生学会   
代表者名  理事長  森 晃爾    

 
I. 医学および医療の水準の向上への貢献が日本医学会分科会にふさわしいと考えられる貴学会の独自
の活動を以下に留意して記載をしてください。 
a. 特に学術的に重要と考えられるもの 
本学会は、学術と実務の双方に力を入れ、３つの学会誌（うち２誌は、学術と実務にそれぞれ力点をお
いた英文誌）、学術集会も学会と協議会の２大会を開催している。産業保健における基礎研究の推進、
働く女性の健康支援等の総説を作成し、学術活動の成果を活用したエビデンスに基づく実践活動の推
進するため、Scientific communication に力を入れ、現場の研究の推進と現場（社会）への成果の還元
を行っている。AMED令和 4年度 「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」と
して採択された「メンタルヘルスに対するデジタルヘルス・テクノロジ予防介入ガイドライン」「働く
女性の健康に関する非薬物的介入のシステマティックレビューと職域における女性の健康保持増進に
向けたガイドライン作成」に、中心学会として参画し、それぞれの課題に対する科学的知見に基づく指
針を作成しつつある。産業衛生に対するニーズの変化を踏まえた学術活動を推進させるため、今後発展
すべき領域・テーマの提言、産業保健研究の枠組みの拡大（リサーチマップづくり）を行っている。 
ｂ.当該領域における国際的な役割 
以前から本学会は、組織として International Commission on Occupational Health(ICOH)に参加し、世
界の産業衛生の発展に貢献している。ICOHにはテーマごとの Scientific Committee(SC)があるが、い
くつかの SCの代表は本学会の会員が勤めている。 
アジア地域の産業衛生は、経済格差を反映して、発展状況に大きな差がある。近年、学術大会にアジア
地域の研究者を招待するなどの交流に努めてきたが、アジア地域への貢献を拡大するために、産業保健
における SDGs に貢献することを目指した取り組みを行っている。具体的には、2023 年度～2025年度
の３年間にわたり、アジア諸国の研究者および実務者との連携を行うための３つの研究班を設置して、
活動を展開している。テーマとしては、１)国際的連携によるモンゴルの鉱山労働者の健康調査と労働
衛生管理、2)参加型職場環境改善活動を推進するファシリテーター育成のためのトレーニングプログ
ラム開発と国際ネットワークの構築、3)ベトナムとタイの地方病院の看護師に対するインターネット
認知行動療法介入の実装戦略による実装アウトカムへの効果の検証：クラスター無作為化比較試験を
取り上げている。 
今後も、継続的な国際貢献の取り組みができるように、国際交流事業を 2029 年の 100 周年に向けた記
念事業の一つとして位置づけ、2026 年度以降の展開を計画していく予定である。 
ｃ.活動からもたらされる社会的な意義 

本学会は、定款で、その目的を「産業衛生に関する学術の振興と、勤労者の職業起因性疾患の予防及び
健康維持増進を図り、もってわが国の学術と社会の発展に寄与すること」と定義している。この目的を
達成するための種々の活動が存在するが、主に学術の推進、学術で作られたエビデンスの社会実装の取
り組み、産業保健の人材養成を通じて、労働者の健康保持増進を図り、健全な産業社会の発展に貢献で
きると考えている。 



ｄ.学会運営上留意している点 

１．日本産業衛生学会では、毎年、会員意向調査を行っている。その中で、学会運営に参加する機会の
有無によって学会活動への満足度が大きく異なるという結果が明らかとなった。そのため、地方会活動
や職能部会活動を含めて、多くの会員が学会運営に参加できる機会を確保することに心がけている。そ
の一環が、ダイバーシティー推進であり、非常設委員会を設置して、研究会の世話人構成や学術大会の
座長などの男女比の目標を設定するなど、多様な会員による学会運営を実施できる環境整備を推進し
ている。 
２．日本産業衛生学会の約 9000 人の会員のうち半数は医師会員であるが、それ以外に多くの産業保健
看護職や歯科医師、衛生管理者などの多職種の会員が参加していることが特徴である。これは、企業等
の組織の中で、多職種がそれぞれの専門性を生かして連携して業務を進めることが、産業保健の成果を
上げるうえでの重要であるためである。そのため、学会運営においても、各職能部会を設置してそれぞ
れの課題を検討するとともに、多職種連携の推進を強化するための運営を行っている。 
３．産業衛生分野の学術的知見を生み出すだけでなく、社会に対して発信することも学会として大きな
役割である。日本産業衛生学会は、３つの学術雑誌のほか、許容濃度との勧告を行ってきた。昨今では
社会のニーズに合わせた情報の発信に心がけており、その代表的なものとして、日本渡航医学会と共同
作成を行った「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」がある。 
４．日本産業衛生学会は、2029 年に創立 100 周年を迎える。産業衛生学は、働く人を取り巻く変化に
対応していく必要がある。様々な社会課題に対応してきた過去を理解することは、将来に発生するニー
ズに対応する上で有用である。過去を学び、未来を考え、現在において必要な研究及び学習をする会員
に資するために、現在、100周年事業を展開している。 
Ⅱ.日本医学会分科会にふさわしいと考えられる貴学会と他の分科会との連携による活動を記載して下
さい． 

産業衛生分野は、労働者の健康に関連する幅広い領域を扱うため、多くの日本医学会の分科会との連
携が必要になる。一方、労働者の健康課題は社会環境の変化によって発生するため、解決すべき課題に
応じた臨機応変の連携が求められる。日本産業衛生学会には、バックグラウンドとして、臨床各分野や
その他の分野に精通した会員が存在するため、テーマに応じて、そのような会員が連携のハブとなって
必要な連携を図っていくことを基本としている。 

 


